
 

仕 様 書 

 

１ 業務名  令和８年度埋蔵文化財調査に係る人力掘削等作業員派遣業務 

 

２ 委託期間  自）令和８年 ６月 １日（月） 

至）令和９年 ３月１９日（金） 

 

３ 人力掘削業務の内容 

（１）就業時間 

原則として下記の通りとする。 

【午 前】  ９：００～１２：００（３時間） 

【昼休憩】 １２：００～１３：００（１時間） 

【午 後】 １３：００～１６：００（３時間） 

  

（２）作業の内容(別紙)  掘削作業：スコップ・鍬等を使用 

遺構精査・遺構掘削・清掃作業等：三角ホー等を使用 

※掘削道具は貸与する 

（３）業務の形態     業務は、１時間を単位時間とし、1日最大６時間とする。 

 

４ 業務報告  毎月の委託業務の処理状況について、業務処理状況報告書を作成する。 

 

５ 委託料の支払い    月払い 

 

６ 委託者  山口県知事 村岡 嗣政 

 

７ 留意事項 （１）業務は、調査員との協議調整のもと遂行すること。 

       （２）作業中は、ヘルメットの着用等、安全管理に十分留意すること。 

       （３）熱中症対策に十分に努めること。 

           

 


